
近
世
東
大
寺
に
お
け
る
法
会
再
興
の
一
形
態

―
史
料
紹
介｢

東
大
寺
良
弁
会
方
広
会
日
記｣

―

坂

東

俊

彦

は
じ
め
に

奈
良
時
代
創
建
の
東
大
寺
で
は
古
代
、
中
世
を
通
し
て
華
厳
会
、
法
華
会
、
仏
生
会
と
い

っ
た
い
わ
ゆ
る｢

十
二
大
会｣

を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
法
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら

の
法
会
を
お
こ
な
う
に
は
荘
厳
、
調
度
品
、
灯
明
油
と
い
っ
た
物
品
か
ら
出
仕
僧
へ
の
供
料

な
ど
財
政
的
基
盤
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
の
寺
領
荘
園
、
料
田
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し

政
治
体
制
の
変
化
す
る
に
つ
れ
て
法
会
運
営
の
基
盤
で
あ
る
荘
園
の
荒
廃
、
退
転
が
起
こ
り
、

法
会
の
開
催
場
所
で
あ
る
堂
舎
も
戦
乱
な
ど
に
よ
っ
て
焼
失
す
る
な
ど
し
て
近
世
に
入
る
ま

で
に
は
多
く
の
法
会
が
中
絶
し
て
い
る
。

近
世
に
入
る
と
東
大
寺
は
幕
府
か
ら
寺
中
・
境
内(

周
辺
四
ヶ
村)

及
び
櫟
本
村
の
一
部
を
朱

印
領
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
東
大
寺
運
営
の
安
定
的
な
財
政
基
盤
を
得
て
、
法

（

１

）

会
が
再
興
、
あ
る
い
は
新
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（

２

）

た
だ
し
近
世
に
お
け
る
法
会
の
再
興
は
財
政
的
な
限
度
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
と
ら

れ
て
い
た
。
日
程
を
短
縮
し
簡
略
化
し
た
も
の
や
い
く
つ
か
の
法
会
を
合
わ
せ
て
お
こ
な
う

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

日
程
短
縮
の
具
体
例
は
大
仏
殿
で
お
こ
な
わ
れ
る
修
正
会
で
一
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
の

七
日
間
だ
っ
た
も
の
が
、
一
月
七
日
の
一
日
、
し
か
も
二
つ
の
時
間
区
分(

初
夜
、
後
夜)

の
み

で
再
興
さ
れ
、
現
在
ま
で
至
っ
て
い
る
。

（

３

）

一
方
で
い
く
つ
か
の
法
会
を
合
わ
せ
て
お
こ
な
う
と
い
っ
た
も
の
は
東
大
寺
開
山
・
良
弁

僧
正
の
忌
日
法
要
、
良
弁
会
が
あ
る
。
良
弁
会
を
再
興
し
た
際
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、｢

東
大

寺
良
弁
会
方
広
会
日
記｣

(

薬
師
院
文
書
第
二
記
録
部
二
三
九
号

以
下
、｢

方
広
会
日
記｣

、
あ
る
い

は
単
に｢

日
記｣

と
省
略
す
る
場
合
も
あ
る)

に
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
薬
師
院
文
書
は
新
修
東
大
寺
文
書
聖
教
群
と
関
連
性
が
高
い
も
の
が
あ
り
、
新
修

東
大
寺
文
書
聖
教
に
も
第
一
函
な
ど
に
請
定
な
ど
法
会
に
関
連
す
る
文
書
も
多
数
あ
る
こ
と

か
ら
こ
の
日
記
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
近
世
に
お
け
る
法
会
再
興
の
一
つ
の
か
た
ち
を
み
て

い
く
。

（

４

）

一

良
弁
会
と
方
広
会

現
在
、
方
広
会
は
東
大
寺
開
山
・
良
弁
僧
正
の
忌
日
で
あ
る
十
二
月
十
六
日
の
夕
刻
に
お

こ
な
わ
れ
る
。
仏
教
教
学
の
学
識
試
問
で
あ
る
研
学
竪
義
を
受
け
る
該
当
者
が
あ
る
場
合
は

法
華
堂
に
お
い
て
、
良
弁
僧
正
忌
日
講
讃
論
義
法
要
に
つ
づ
い
て
研
学
竪
義
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
竪
義
の
な
い
場
合
は
良
弁
僧
正
坐
像
を
安
置
す
る
開
山
堂
に
お
い
て
講
讃
論
義
法
要
の

み
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

（

５

）

東
大
寺
開
山
・
良
弁
僧
正
の
忌
日
法
要
で
あ
る
良
弁
会
は｢

東
大
寺
要
録｣

巻
第
五
、
別
当

章
中
、
第
五
十
九
世
深
覚
の
項
に｢

同(

寛
仁)

三
年(

一
〇
一
九)

始
行
僧
正
堂
御
忌
日｣

と
の
記

述
が
あ
り
、
十
一
世
紀
初
頭
に
は
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
鎌
倉

復
興
期
の
寺
誌｢

東
大
寺
続
要
録｣

供
養
篇
本
、｢

僧
正
堂
事｣

の
項
に｢

定
親
〈
別
当
法
印
〉
於

竈
神
殿
辰
巳
岡
上
被
移
造
良
弁
僧
正
御
影
堂
了
即
建
長
二
年
十
一
月
十
六
日
被
展
供
養
了｣

と

あ
り
、
御
影
堂(

僧
正
堂
、
開
山
堂)

を
現
在
あ
る
位
置
に
移
し
た
上
で
、
建
長
二
年(

一
二
五
〇)

十
一
月
十
六
日
、
忌
日
法
要
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
な
お
導
師
は
尊
勝
院
院
主
で
あ
っ
た
宗

性
が
勤
め
て
い
る
。
そ
の
後
は｢

方
広
会
日
記｣

に｢

此
良
弁
会
ハ
上
古
尊
勝
院
家
ニ
テ
在
之
由
、

（

６

）

近
来
及
中
絶｣

と
あ
る
よ
う
に
近
世
に
な
る
ま
で
に
中
絶
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

７

）

一
方
、
方
広
会
に
つ
い
て
は
、｢

東
大
寺
要
録｣

巻
第
四
、
諸
会
章
に｢

恵
運
僧
都
記
録｣

を
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引
用
す
る
か
た
ち
で
、
弘
仁
二
年(

八
一
一)

十
二
月
三
十
日
に
講
堂
お
い
て
方
広
会
竪
義
が

お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
同
十
一
年
十
二
月
十
五
日
に
も
竪
義
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
月
別
に
法
会
を
書
き
上
げ
た
部
分
の
十
二
月
の
項
に｢

十
五
日

方
広
会

於
講
堂
行
之

在
竪
義

学
衆
始
役
也

三
ヶ
日｣

と
あ
り
、
方
広
会
は
学
僧
の
最
初
の
関
門
で
、

講
堂
に
お
い
て
三
日
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

方
広
会
は
、
現
在
で
は
東
大
寺
に
の
み
に
そ
の
名
が
残
る
法
会
で
あ
る
が
、
過
去
に
は
興

福
寺
に
お
い
て
も
十
二
月
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
興
福
寺
内
に
お
い
て
も
方

広
会
の
研
学
竪
義
は
法
華
会
、
慈
恩
会
と
と
も
に
三
会
と
言
わ
れ
、
維
摩
会
へ
の
階
梯
と
し

て
の
法
会
で
あ
っ
た
。

（

８

）

二

東
大
寺
良
弁
会
方
広
会
日
記

本
節
で
は｢

東
大
寺
良
弁
会
方
広
会
日
記｣

の
内
容
を
具
体
的
に
見
て
い
く
。

ま
ず
、
書
誌
学
的
情
報
に
つ
い
て
。
本
日
記
は
東
大
寺
図
書
館
で
の
管
理
番
号
が
薬
師
院

文
書
第
二(

記
録
部)

二
三
九
号
で
、
薬
師
院
文
書
の
一
群
と
な
っ
て
い
る
。
縦
一
四
・
四
㎝
、

横
二
〇
・
五
㎝
、
全
一
〇
紙
か
ら
な
る
横
帳(

袋
綴
装)

で
、
表
紙
中
央
の
表
書
き
に
は｢

東
大

寺
良
弁
会
日
記｣

と
あ
る
。
『
東
大
寺
文
書
目
録
』
作
成
の
際
に
内
容
を
加
味
し
て
現
在
の
目

録
上
史
料
名
は｢

東
大
寺
良
弁
会
方
広
会
日
記｣

と
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
表
紙
識
語
は
右
側
に

｢

寛
文
元<

辛
／
丑>

年
霜
月
十
六
日｣

、
左
下
は｢

注
記

実
宣
法
橋｣

と
あ
る
。
実
宣
は
本
文

中
に
あ
る
よ
う
に
正
法
院
の
所
属
で
あ
る
。
職
務
は
執
行
職
で
あ
り
、
本
日
記
の
表
書
き
か

（

９

）

ら
こ
の
良
弁
会
に
お
い
て
の
役
割
は
記
録
係
で
あ
る
注
記
で
こ
の
日
記
の
筆
者
で
あ
る
。

表
紙
を
開
く
と
、
一
紙
目
表
に
は
、
寛
文
元
年
十
一
月
十
六
日
に
四
聖
坊
を
会
場
と
し
て

良
弁
会
を
お
こ
な
う
こ
と
、
着
到
帳
の
表
書
き
を｢

良
弁
会
着
到｣

と
す
る
こ
と
な
ど
が
書
か

れ
て
い
る
。
続
い
て
講
師
、
読
師
な
ど
の
配
役
が
書
か
れ
、
次
第
、
進
行
状
況
を
書
い
て
い

る
。
配
役
に
は
竪
者
の
ほ
か
一
問
か
ら
五
問
ま
で
問
者
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
問
答
、
研
学

竪
義
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
続
い
て
先
述
し
た
よ
う
な
良
弁
会
に
関
わ
る
由
緒

が
書
か
れ
、
近
世
の
良
弁
会
は
去
々
年(

万
治
二
年

一
六
五
九)

に
四
聖
坊
英
性
に
よ
っ
て
再

興
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
て
良
弁
会
を
再
興
し
た
四
聖
坊
で
あ
る
が
、
四
聖
坊
は
三
面
僧
坊
の
一
角
に
由
来
す
る

子
院
で
、
建
長
八
年(

一
二
五
六)

に
製
作
さ
れ
た
四
聖
御
影
が
置
か
れ
、
そ
れ
を
本
尊
と
す

る
四
聖
講
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
四
聖
講
は
建
長
九
年
の
聖
武
天
皇
五
百
年
御
遠

忌
を
期
に
始
め
ら
れ
、
東
大
寺
創
建
の
四
聖(

聖
武
天
皇
、
行
基
菩
薩
、
菩
提
僊
那
、
良
弁
僧
正)

の
そ
れ
ぞ
れ
の
忌
日
に
法
要
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
良
弁
僧
正
の
忌
日
法
要
も
お

こ
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
近
世
に
尊
勝
院
が
無
住
状
況
の
中
、
四
聖
坊
が
良
弁
会
を
引
き

継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

引
き
続
き｢

日
記｣

を
見
て
い
こ
う
。
今
回
、
寛
文
元
年
の
良
弁
会
で
は
研
学
竪
義
が
お
こ

な
わ
れ
た
が
、
日
記
中
に｢

法
花
会
、
未
竪
者
、
此
会
之
竪
義
ヲ

懃
誠
、
維
摩
法
花
両
会
将
稽

古
、
珍
重
々
々｣

と
あ
り
、(

興
福
寺)

維
摩
会
、
法
華
会
の
竪
義
の
稽
古
と
し
て
観
音
院
雲
清

を
竪
者
と
す
る
竪
義
を
と
も
な
っ
た
法
会
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。

｢

日
記｣

に
は
、
翌
寛
文
二
年
の
こ
と
も
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
会
場
は
四
聖

坊
と
前
年
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
日
程
が
十
二
月
二
日
と
な
っ
た
。
古
来
十
二
月
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
研
学
竪
義
に
合
わ
せ
て
か
、
法
会
の
名
を｢

方
広
会｣

と
し
、
着
到
帳
表
書
も｢

方

広
会
着
到｣

と
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
更
点
に
つ
い
て
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

去
年
マ
テ
ハ
良
弁
会
ト
雖
、
有
之
竪
儀
ハ
法
花
会
方
広
会
之
外
無
之
由
、
四
聖
坊
被
申
、

当
年
ヨ
リ
如
此
書
付
訖

さ
ら
に
、

此
外
次
第
ハ

去
年
之
通
、
当
年
霜
月
十
六
日
延
引
之
事
ハ

四
聖
坊
英
性
今
度
長
門
国
江

為

使
僧
被
参
ニ

冬
彼
地
ニ

逗
留
霜
月
十
日
比
ニ

帰
寺
依
テ

竪
者
加
行
以
下
モ

無
之
ニ

付
テ

延
引
𬼀

如
此
云
々

と
あ
っ
て
、
寛
文
二
年
は
主
宰
者
・
四
聖
坊
英
性
が
国
衙
領
で
あ
る
長
門
国
で
の
用
務
が
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あ
り
、
帰
寺
が
十
一
月
十
日
と
良
弁
僧
正
忌
日
の
直
前
と
な
っ
た
た
め
に
法
会
日
程
が
日
延

べ
に
な
っ
た
こ
と
、
元
来
、
竪
義
が
お
こ
な
わ
れ
る
法
会
は
法
華
会
と
方
広
会
の
み
あ
っ
て
、

｢

此
外
次
第
ハ
去
年
之
通｣

と
の
文
言
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
中
に
良
弁
僧
正
忌
日
講
讃
論
義
、

夕
刻
に
研
学
竪
義
を
お
こ
な
う
法
要
を
方
広
会
の
名
と
し
て
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な

お｢

当
年
ヨ
リ｣
と
の
文
言
も
あ
る
こ
と
か
ら
寛
文
二
年
以
降
も
忌
日
法
要
で
あ
る
良
弁
会
に

研
学
竪
義
を
付
加
し
方
広
会
と
し
て
お
こ
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
会
場
に
つ
い
て
、
寛
文
二
年
は
四
聖
坊
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
後
の
会
場
に
つ
い
て
は
、
寛
文
、
延
宝
年
間
頃
は
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
判
然
と
し
な
い
。

（
１
０
）

断
片
的
な
史
料
の
残
存
状
況
で
あ
る
が
、
元
禄
期
に
は
十
一
年(

一
六
九
八)

は
普
賢
堂(

四
月

堂)

を
、
翌
十
二
年
は
念
仏
堂
を
会
場
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
１
１
）

ま
た
再
興
当
初
は｢

酒
食
ナ
ト

英
性
之
房
造
作｣
と
あ
る
よ
う
に
饗
応
は
四
聖
坊
が
担
っ
て
い

た
が
、
元
禄
十
一
年
の
日
記
に
は
湯
茶
等
の
差
配
が｢
年
預
之
沙
汰｣

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も

書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
年
ま
で
に
は
方
広
会
の
主
宰
が
四
聖
坊
か
ら
年
預
所
、
す
な
わ
ち
惣

寺
ヘ
と
移
譲
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
会
場
に
つ
い
て
も
四
聖
坊
で
は
竪
義
を
お
こ
な

う
上
で
高
座(

論
義
台)

の
設
置
が
難
し
い
と
思
わ
れ
、
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
元

（
１
２
）

禄
十
二
年
の
会
場
と
な
っ
た
念
仏
堂
に
つ
い
て
は
、
前
年
十
二
月
二
十
三
日
に
公
慶
上
人
に

よ
る
本
尊
地
蔵
菩
薩
坐
像
と
堂
舎
の
修
理
が
完
了
し
て
お
り
、
そ
の
落
慶
記
念
と
し
て
会
場

を
念
仏
堂
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１
３
）

三

そ
の
後
の
方
広
会

そ
の
後
の
方
広
会
の
日
時
、
会
場
に
注
目
し
て
見
て
い
こ
う
。
元
禄
期
以
降
、
方
広
会
に

つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
録
、
日
記
類
は
寛
延
三
年(

一
七
五
〇)

十
一
月
の｢

開
山
方
広
会
記

録｣
(

薬
師
院
記
文
書
第
二
部
二
三
一
号)

ま
で
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
文
中
に
は｢

来
十
六
日
於

良
弁
堂
方
広
会
執
行｣

と
あ
り
、
十
一
月
十
六
日
の
良
弁
僧
正
忌
日
に
開
山
堂(

良
弁
堂)

に
お

い
て
方
広
会
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
高
座(

論
義
台)

も｢

二
月
堂
ゟ
借
用｣

と
あ
り
、
開
山
堂(

良

弁
堂)

に
高
座
を
置
い
て
方
広
会
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
年
は
配
役
に
は
精
義
や
竪

者
、
一
問
、
二
問
と
い
っ
た
問
者
は
な
く
、
研
学
竪
義
が
お
こ
な
わ
れ
ず
、
忌
日
講
讃
法
要

の
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
和
元
年(

一
七
六
四)

十
一
月
十
六
日
の
日
付
を
有
す
る｢

方
広
会
精
義
用
意
抄｣

(

東
大
貴

重
書
一
二
一
部
六
八
四
号)

に
も
開
山
堂
で
執
行
さ
れ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
竪
義
者
勝
万
院
成
範
、

精
義
者
上
生
院
晋
懐
、
一
問
成
福
院
公
貞
の
配
役
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
開
山
堂
で
方
広

会
竪
義
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。｢

精
義
用
意
抄｣

と
い
う
聖
教
の
性
格
か
ら

法
会
の
次
第
や
必
要
な
什
物
な
ど
ま
で
の
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
堂
舎
の
外
陣
幅
が
二

ｍ
三
〇
㎝
ほ
ど
の
宝
形
造
の
開
山
堂
で
の
高
座(

論
義
台)

の
設
置
は
出
仕
僧
の
動
き
に
も
影

（
１
４
）

響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
わ
れ
、
高
座(

論
義
台)

を
設
置
せ
ず
に
竪
義
を
お
こ
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
１
５
）

そ
の
後
の
薬
師
院
文
書
記
録
部
中
に
確
認
で
き
る
方
広
会
竪
義
が
お
こ
な
わ
れ
た
年
は
寛

政
元(

一
七
八
九)

、
同
六
、
同
七
、
同
八
、
文
政
元(

一
八
一
八)

、
同
二
、
同
八
、
天
保
四(

一

八
三
三)

、
同
五
年
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
年
も
法
華
堂
を
会
場
と
し
て
い
る
。
竪
者
が
登
る

（
１
６
）

論
義
台
を
設
置
し
た
上
で
会
場
で
の
出
仕
僧
の
動
き
を
考
慮
し
た
上
で
の
会
場
選
び
で
あ
ろ

う
。な

お
日
程
に
関
し
て
は
こ
の
期
間
の
多
く
年
が
良
弁
僧
正
の
忌
日
で
あ
る
十
一
月
十
六
日

に
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
文
政
二
年
は
十
二
月
十
六
日
、
天
保
四
年
は
八
月
十
六
日
、
ま
た

文
政
八
年
が
十
一
月
十
五
日
と
十
六
日
、
天
保
五
年
が
十
一
月
十
六
日
と
十
七
日
の
二
夜
に

か
け
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
必
ず
し
も
良
弁
僧
正
忌
日
当
日
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い

な
い
。

明
治
六
年
以
降
は
い
わ
ゆ
る
太
陽
暦
の
採
用
で
二
月
堂
修
二
会
が
二
月
か
ら
三
月
に
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
、
東
大
寺
は
多
く
の
行
事
、
法
会
を
一
ヶ
月
遅
ら
せ
て
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
良
弁
僧
正
忌
日
法
要
も
十
二
月
十
六
日
と
な
る
た
め
に
、
従

来
十
二
月
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
方
広
会
も
良
弁
僧
正
忌
日
法
要
に
あ
わ
せ
、
十
二
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月
十
六
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
薬
師
院
文
書
記
録
部
中
の
法
会
記
録｢

東
大
寺
良
弁
会
方
広
会
日
記｣

を
紹
介
、

近
世
東
大
寺
に
お
け
る
法
会
再
興
の
一
つ
の
事
例
を
み
て
き
た
。
そ
れ
は
華
厳
の
坊
舎
で
あ

る
四
聖
坊
の
英
性
が
日
本
華
厳
の
祖
師
で
あ
る
良
弁
僧
正
の
忌
日
法
要
・
良
弁
会
を
再
興
し

た
が
、
そ
の
際
に
研
学
竪
義
を
付
加
し
た
。
研
学
竪
義
の
定
義(

東
大
寺
に
お
い
て
研
学
竪
義
が

あ
る
の
は
法
華
会
と
方
広
会
の
二
会
の
み)

や
偶
発
的
な
日
程
の
日
延
べ
が
あ
り
、
寛
文
二
年
に

お
こ
な
っ
た
際
に
は
忌
日
法
要
の
良
弁
会
と
研
学
竪
義
の
方
広
会
を
あ
わ
せ
た
、
ま
さ
し
く

｢

良
弁
会
方
広
会｣

と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
日
程
は
良
弁
会
、
内
容
は
方
広
会
、

会
場
は
法
華
会(

三
月
に
開
催
さ
れ
る
法
華
堂
を
会
場
と
す
る
法
華
経
を
主
と
し
た
研
学
竪
義)

の
三

つ
の
要
素
が
融
合
し
、
恒
例
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
十
一
月
十
六
日(

現
在
は
十
二
月
十
六
日)

の
開
山
忌(

根
本
僧
正
忌
日)

方
広
会
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
き
、
現
在
ま
で
続
く
法
会
の
基

礎
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
１
７
）

註

(
)

近
世
東
大
寺
の
朱
印
領
内
訳
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
基
郎
氏｢

近
世
東
大
寺
の
組
織
に
お
け
る
試

1

論｣
(

『
東
大
寺
所
蔵
聖
教
文
書
の
調
査
研
究
』(

研
究
代
表
者
綾
村
宏
、
平
成
一
三
年
度
～
平
成

一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金(

基
盤
研
究(

Ａ)
(

一)
)

研
究
成
果
報
告
書

二
〇
〇
五
年

以

下
綾
村
科
研
報
告
書)

を
参
照
の
こ
と
。

(
)

近
世
東
大
寺
で
は
伽
藍
復
興
に
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
歴
代
将
軍(

徳
川
家)

の
忌
日
ご
と
の

2

法
要(

追
善
法
要)

や
戦
国
時
代
の
戦
乱
か
ら
の
復
興
を
主
導
し
た
寺
僧(

上
生
院
浄
実
、
清
凉
院

実
英
な
ど)

の
忌
日
講
問(

教
学
研
鑽
講)

が
新
た
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
法
会
の
開
催

回
数
に
関
し
て
は
近
世
以
前
と
遜
色
な
い
。

(
)

｢

東
大
寺
要
録｣

諸
会
篇
や｢

東
大
寺
年
中
行
事｣

(

薬
師
院
文
書
第
二
記
録
部
二
二
〇
号)

に
記
載

3

が
あ
る
修
正
会
は
主
要
な
開
催
場
所
は
講
堂
で
あ
っ
た
が
、
講
堂
が
焼
失
し
て
以
降
、
大
仏
殿

に
お
い
て
元
日
か
ら
七
日
間
お
こ
な
わ
れ
、
夜
間
に
は
舞
楽
が
奉
納
さ
れ
る
な
ど
大
き
な
法
会

で
あ
っ
た
。
法
会
中
の
供
物(

餅)

用
の
壇
供
米
は
伊
賀
国
鞆
田
庄
か
ら
納
め
ら
れ
た
も
の
が
使

わ
れ
て
い
た
が
、
荘
園
退
転
に
よ
っ
て
中
絶
し
て
い
る
。
近
世
に
再
興
さ
れ
た
際
に
は
、
一
月

七
日
の
一
日
間
、
日
中
に
初
夜
、
後
夜
に
時
間
区
分
を
お
こ
な
う
法
会
と
な
り
、
現
在
も
午
後

一
時
よ
り
、
二
つ
の
時
間
区
分
の
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

(
)

昭
和
二
十
六
年(

一
九
五
一)

に
薬
師
院
家
か
ら
東
大
寺
へ
寄
贈
さ
れ
た
文
書
、
記
録
類
は
、
調

4

査
、
整
理
さ
れ
、
薬
師
院
文
書
と
し
て
主
に
近
世
以
前
の
古
文
書
類
が
国
宝｢

東
大
寺
文
書｣

の

一
群
と
し
て
、
冊
子
装
の
記
録
類
が｢

東
大
寺
文
書｣

の
一
類
、｢

薬
師
院
文
書
記
録
部｣

と
し
て

整
理
、
保
管
さ
れ
て
い
る
。

当
時
、
調
査
、
整
理
が
後
回
し
に
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
近
世
、
近
代
文
書
は
そ
の
ま
ま
に
さ

れ
、
そ
の
後
一
連
の
新
修
東
大
寺
文
書
聖
教
調
査
で
調
査
、
目
録
化
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し

て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
方
広
会
の
記
録
で
あ
る｢

開
山
方
広
会
記
録｣

(

薬
師
院
文
書
第
二
記
録
部

二
三
一
号)

と｢

方
広
会
会
問
開
口
表
白｣

(

新
修
文
書
聖
教
二
―
二
九
函
一
七
〇
号)

は
同
じ
寛
延

三
年
十
一
月
の
日
付
が
あ
り
、｢

表
白｣

は
こ
の
時
の
方
広
会
の
表
白
文
で
あ
る
。
綾
村
科
研
報

告
書
中
の
綾
村
氏
及
び
鍛
治
氏
論
文
も
参
照
の
こ
と
。

(
)

良
弁
僧
正
忌
日
の
法
要
、
良
弁
忌
は
朝
方
、
開
山
堂
で
お
こ
な
わ
れ
る
。

5

蛇
足
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
に
翌
年
の
二
月
堂
修
二
会
の
練
行
衆(

籠
僧)

が
発
表
さ
れ
る
。

(
)

宗
性
が
書
写
し
た｢

春
華
秋
月
抄
草｣

巻
第
二
十
四(

東
大
寺
貴
重
書
一
一
三
部
一
二
一
号
二
一)

6

に
宗
性
自
筆
で
こ
の
時
の
表
白
の
草
案
が
あ
る
。(

『
国
宝
東
大
寺
開
山
堂
理
工
事
報
告
書
』(

奈

良
県
教
育
委
員
会

一
九
七
一
年)

な
ど
に
一
部
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る)

(
)

近
世
前
期
の
東
大
寺
境
内
の
様
子
を
描
い
た｢

東
大
寺
寺
中
寺
外
惣
絵
図
并
山
林｣

に
は
尊
勝
院

7

は
経
蔵(

聖
語
蔵)

を
除
い
て
礎
石
や
柱
跡
と
示
す
黒
丸
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
元
禄
・
宝
永

年
中
に
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る｢

東
大
寺
諸
伽
藍
略
録｣

(

東
大
寺
貴
重
書

和
二
六
函
二
六
〇

号)

に
は
尊
勝
院
は
正
治
二
年(

一
二
〇
〇)

に
造
営
が
終
わ
っ
た
建
物
が
永
禄
年(

中)

に
経
蔵
一

宇(

聖
語
蔵)

を
残
し
て
、
悉
く
焼
失
し
た
と
あ
る
。
天
正
年
中
に
は
尊
勝
院
は
無
住
と
な
り
、

惣
持
院
が
奉
行
職
と
し
て
補
任
さ
れ
、
経
蔵(

聖
語
蔵)

の
管
理
な
ど
が
惣
持
院
に
委
ね
ら
れ
た
。

尊
勝
院
が
主
宰
す
る
良
弁
会
も
遅
く
と
も
天
正
年
中
ま
で
に
は
中
絶
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

奉
行
職
の
補
任
に
つ
い
て
は｢

東
大
寺
尊
勝
院
記
附
録｣

(

一
一
三
部
三
三
六
号
二)

に
惣
持
院
快

円
が
奉
行
に
補
任
さ
れ
た
際
の｢

尊
勝
院
奉
行
職
補
任
状
案｣

が
写
さ
れ
て
い
る
。

尊
勝
院
奉
行
職
之
事

右
件
之
職
事
先
規
者
競
望
之
輩
依
仁
體
雖

成
補
任
於
惣
持
院
英
秀
英
海
者
依
有
由
緒

不
及
補
任
之
沙
汰
奉
行
職
申
付
畢
爰
弟
子

快
円
者
彼
地
坊
舎
建
立
之
志
有
之
事
尤
興
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隆
神
妙
之
至
也
依
之
彼
職
永
不
可
有
相
違

之
条
勿
論
也
貫
首
寺
住
無
之
間
者
屋
敷
并

山
藪
等
一
圓
致
支
配
寺
役
等
可
相
勤
之
状

如
件尊

勝
院
々
主
実
如
花
押

天
正
十
三
年
己
酉
十
一
月
日

惣
持
院
快
円

貫
主(

院
主)

が
無
住
の
間
、
残
っ
た
経
蔵(

聖
語
蔵)

の
管
理
を
は
じ
め
、
堂
舎
再
建
や
寺
役
等

を
お
こ
な
う
た
め
に
奉
行
が
補
任
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
寺
役
の
中
に
は
良
弁
僧
正
の
忌
日
法

要
、
良
弁
会
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
)

堀
池
春
峰
氏｢

東
大
寺
の
年
中
行
事
の
変
遷｣

(

井
上
博
道
氏
『
東
大
寺
』
中
央
公
論
社

一
九

8

八
九
年)

を
参
照
の
こ
と
。

(
)

執
行
職
に
つ
い
て
は
永
村
眞
氏
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』(

塙
書
房
一
九
八
九
年
、
稲

9

葉
伸
道
氏
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』(

岩
波
書
店

一
九
九
七
年)

、
遠
藤
基
郎
氏｢

室
町
期
東

大
寺
執
行
の
記
録
か
ら｣

(

『
秋
大
史
学
』

(

六
六)

二
〇
二
〇
年)

や
三
輪
眞
嗣
氏｢

中
世
前
期

東
大
寺
の
財
政
構
造
と
鎮
西
米
―｢

東
大
寺
年
中
行
事｣
を
素
材
と
し
て
―｣

(

『
史
学
雑
誌
』
一

二
七
―
四

二
〇
一
八
年)

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

な
お
近
世
に
お
け
る
執
行
職
に
つ
い
て
は
次
の
記
録
が
参
考
に
な
る
の
で
挙
げ
て
お
く
。｢

東
大

寺
年
中
行
事
記｣

元
禄
六
年(

一
六
九
三)

五
月
条(

東
大
寺
貴
重
書

一
四
一
部
二
四
号)

一
、
朔
日
執
行
職
之
儀
口
上
書
を
以
御
寺
務
江
相
窺
之
処
旧
記
之

通
可
申
付
之
旨
被

仰
出
ニ
付
薬
師
院
正
法
院
両
人
呼
寄
セ

於
御
後
見
尊
光
院
ニ
年
預
出
合
指
示
條
目
申
渡
畢

指
示

條
々

一
、
執
行
職
之
事
従
今
年
相
改
如
先
規
薬
師
院
与
正
法
院

三
ヶ
年
宛
交
々
か
被
相
勤
也
自
元
小
綱
六
堂
并
平
公
人

補
任
之
儀
執
行
職
出
之
勿
論
任
料
等
可
被
取
之
事

一
、
時
日
之
事
二
月
廿
五
日
午
剋
為
期
限
可
被
互
相
渡
請
取
者
也

所
僧
従
当
年
癸
酉
迄
也
亥
年
二
月
廿
五
日
午
剋
可
為

薬
師
院
執
行
職
正
法
院
奉
行
職
也
又
自
同
期
限
迄
丁
丑

年
二
月
廿
五
日
午
剋
可
為
正
法
院
執
行
職
薬
師
院
奉

行
職
也
後
々
是
准
例
而
可
致
存
知
事

一
、
当
職
三
ヶ
年
之
内
若
闕
如
於
有
之
者
為
柱
歳
其
闕
分
被

補
勤
自
次
年
迄
二
月
廿
五
日
午
剋
如
例
全
三
ヶ
年
可
被

相
勤
也
惣
而
定
之
其
期
限
ニ
者
着
式
正
衣
紋
慇
懃
ニ

出
世
御
後
見
并
年
預
五
師
江
可
被
自
身
相
詔
事

右
之
條
々
従
今
年
相
改
如
先
規
可
申
渡
旨

御
寺
務
宮
勧
修
寺
御
門
跡
御
気
色
之
慮
也
自
今
以

後
急
度
可
被
相
守
仍
為

仰
如
件

元
禄
六
癸
酉
年
四
月
廿
八
日

年
預
五
師

四
聖
坊
晋
性

出
世
後
見

尊
光
院
隆
慶

薬
師
院
大
貳
公

御
房

正
法
院
中
将
公

御
房

右
之
通
別
紙
相
認
各
々
江
相
渡
者
也

(
)

寛
文
年
間
の
方
広
会
関
連
の
史
料(

聖
教)

に
表
紙
見
返
し
に｢

寛
文
七
年
霜
月
十
六
日｣

の
日

10

付
が
あ
る｢

方
広
会
用
抄｣

(

東
大
寺
貴
重
書
一
二
一
部
六
八
一
号)

が
あ
る
が
、
内
容
が
問
答
草

で
あ
り
、
次
第
や
会
場
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
な
お
本
書
見
返
し
文
に
よ
る
と
、
こ
の
年
、

当
初
は
竪
義
が
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
急
遽
十
月
に
開
催
が
決
ま
り
、
十
一
月
十
六
日
に
精
義

者
・
見
性
院
賢
英
、
竪
者
・
上
生
院
晋
賢(

｢

用
抄｣

の
筆
者)

に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

(
)

元
禄
十
一
年
の
方
広
会
の
記
録
は｢

東
大
寺
方
広
会
日
記｣

(

祐
想
筆

薬
師
院
文
書
第
二
部
二

11

二
〇
号)

が
あ
る
。
そ
こ
に
は
着
到
状
の
上
書
を｢

方
広
会
着
到｣

と
す
る
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

元
禄
十
二
年
は
独
立
し
た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
が
、｢

東
大
寺
年
中
行
事
記｣

(

東
大
寺
貴
重
書

一
四
一
部
三
〇
号)

元
禄
十
二
年
霜
月
月
条
に｢

一
、
同(

霜
月)

十
六
日
於
念
仏
堂
方
広
会
執
行

竪
者
訓
然
精
義
晋
性
有
法
差
別｣

と
あ
る
。
い
ず
れ
も
法
会
名
は｢

方
広
会｣

で
あ
り
、｢

良
弁
会｣

の

名
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

(
)

現
在
も
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
内
に
存
在
す
る
四
聖
坊
持
仏
堂(

本
堂)

は｢

天
保
四
年
正
倉
院

12

開
封
図｣

に
は
方
三
間
の
畳
敷
き
で
縁
が
つ
く
堂
舎
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
論
義
台
を
置
く
に

は
手
狭
な
印
象
を
う
け
る
。

(
)

東
大
寺
に
は
良
弁
僧
正
単
独
の
肖
像
画
が
一
幅
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
箱
書
に
は｢

元
禄
十

13

三
年
十
一
月
十
六
日｣

と
の
墨
書
が
あ
る
。
肖
像
画
自
体
も
一
七
〇
〇
年
代
初
頭
の
製
作
の
も
の

と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
普
賢
堂
や
念
仏
堂
に
お
け
る
方
広
会
で
の
本
尊
と
し
て
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描
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。(

『
東
大
寺
開
山
良
弁
僧
正
一
二
五
〇
年
御
遠
忌
記
念

特
別
展

示

良
弁
僧
正
と
東
大
寺
』(

東
大
寺
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

二
〇
二
三
年)

中
の
良
弁
僧
正
像
の
作

品
解
説(

久
永
昂
央
氏
執
筆)

を
参
照
の
こ
と
。

(
)

『
国
宝
東
大
寺
開
山
堂
修
理
工
事
報
告
書
』(

一
九
七
一

奈
良
県
教
育
委
員
会)

に
掲
載
の
実

14

測
図
の
数
値
。

(
)

現
在
に
お
け
る
方
広
会
竪
義
の
習
礼
は
高
座(

論
義
台)

の
な
い
場
所
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、

15

竪
義
の
進
行
上
、
高
座(

論
義
台)

が
必
要
で
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
)

寛
政
元
年
及
び
六
年
の
方
広
会
の
記
録
は
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
ず
つ
独
立
し
た
冊
子
と
な
っ
て
い
る

16

が
、
そ
の
後
、
天
保
五
年
ま
で
の
方
広
会
記
録
に
つ
い
て
は
寛
政
八
年
分
の
冊
子
に
追
記
さ
れ
、

表
紙
に
開
催
日
時
を
書
き
込
ん
だ
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。(

寛
政
元
年
分
・
薬
師
院
文
書
第
二

記
録
部
二
三
二
号
、
寛
政
六
年
分
・
同
二
三
三
号
、
寛
政
七
年
～
分
・
同
二
三
四
号)

な
お
天
保

年
間
以
降
も
方
広
会
竪
義
の
記
録
は
嘉
永
二
年(

一
八
四
九)

の｢

方
広
会
竪
義
遂
業
私
記｣

(

東
大

寺
貴
重
書
一
四
二
部
八
四
〇
号

三
冊
合
綴
の
う
ち)

、
文
久
元
年(

一
八
六
一)

｢

方
広
会
竪
義

精
義
記
事｣

(

同
一
四
二
部
八
四
一
号)

な
ど
が
み
ら
れ
る
が
、
会
場
は
法
華
堂
で
あ
り
、
恒
例
化
、

固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
方
広
会
の
請
定
や
関
連
す
る
史
料
は
新
修
文
書
聖
教
中
、
第
一
函
一
三
括
、
第
二

函
二
九
括
、
第
一
八
函
三
括
な
ど
に
散
見
す
る
。

(
)

寛
政
年
間
以
降
の
記
録
、
請
定
に
は｢

開
山
方
広
会｣

、｢

根
本
僧
正
忌
日
方
広
会｣

と
い
っ
た
表

17

書
き
、
表
題
が
記
さ
れ
て
い
る
。

史
料
翻
刻

東
大
寺
良
弁
会
方
広
会
日
記

(

薬
師
院
文
書
第
二
部
二
三
九
号)

(

表
紙)

寛
文
元
辛丑

年
霜
月
十
六
日

東
大
寺
良
弁
会
日
記注

記実
宣
法
橋｣

寛
文
元
辛丑

十
一
月
十
六
日

(1 オ)

天
気
快
然

良
弁
会
々
場
於

四
聖
坊
有
之

着
到
之
認
様
事

上
書

寛
文
元
年

良
弁
会
着
到

辛丑

霜
月
十
六
日

如
此
上
書
ス
ヘ
シ｣

講
師

了
春
房
権
律
師

(1 ウ)

読
師

恵
範
法
師

会
問

賢
英
法
師

唄
匿

日
向
法
印
権
大
僧
都

散
花
師

宮
内
卿
権
律
師

同
夜｣

竪
者

雲
清
法
師

(2 オ)

精
義

少
将
権
律
師

一
問

少
納
言
権
律
師

二
問

了
識
房
権
律
師
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三
問

了
春
房
権
律
師

四
問

民
部
卿
権
律
師｣

五
問

兵
部
卿
阿
闍
梨

(2 ウ)

注
記

実
宣
法
橋

以
上

寛
文
元
年
辛丑

霜
月
十
六
日

如
此
注
記
着
到
ヲ

認
一
ノ

問
カ

能
也
注
記
座
之
前
ニ
ハ

硯
并

着
到
帳
并

奉
并

光
灯
台
并｣

磬
台
有
之

(3 オ)

会
始
マ
ル

次
第
之
事用

之
事
ア
ラ
ハ
小
綱
ヲ
遣

先
注
記
出
仕

ヘ
シ
聴
衆
遅
参
在
之
ハ

以
小
綱
催
促
ス
ヘ
シ

聴
衆
有
之
ハ

以
小

次
聴
衆
出
仕

綱
講
読
ヘ

催
促

講
読
登
高
座
之

次
講
読
出
仕

後

金

二
丁

次
唄
匿

唄
頭
金
二
丁

〻

〻

〻

〻

〻

竪
者
ノ

付
時
ハ

唄

磬
二
丁

在
之

次
散
花

散
花
ノ
後
ニ

読
師
云
表
白
磬

金
一
丁

一
切
神
分
般
若
心
経

金
一
丁｣

大
般
若
名

金
一
丁

(3 ウ)

問
イ
ア
リ
講
問
役
終
テ

為
補
闕
分
ノ

釈
迦
半
尼
宝
号

金
一
丁

供
養
浄
陀
羅
尼

金
一
丁

廻
施
法
界

金
一
丁

廻
向
無
上

金
一
丁

大
爲

金
丁
ヽ
ヽ
ヽ

三
ツ
モ

四
ツ
モ

打
ヘ
シ

各
念
珠
ス
リ
終
テ

講
下
ノ

金
一
丁

此
金
一
丁
ヲ
講
下
ノ
金
ト
云｣

講
読
退
座
各
退
出
一
座
終

(4 オ)

夕
座

先
注
記
出
仕

次
聴
衆
出
仕

次
竪
者
出
仕

経
尺
ヲ

吟
テ

登
高
座
終
テ

注
記

経
尺
棚
ノ

経
尺
西
東
𪜈
ニ

一
ツ
ニ

取
テ

精
義
ノ

所
ヘ

持
テ

行
精
義
請
取

一
問
タ
レ
ン
房
ヘ

ト
云
テ
渡
サ
ル
ヽ
ヲ

一
問
ヨ
リ

次
第
ヽ
ヽ
ニ

五
問
マ
テ
注
記
配
之

其
後
座
ニ

ナ
ヲ
ツ
テ

金
一
丁｣
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次
竪
者
引
磬

(4 ウ)

問
者
難
之
終
リ
ニ

精
義
申
上
ト
云

コ
ト
ハ
ノ

下
ヨ
リ
注
記
題
読
ヘ
シ
五
問

マ
テ

同
前
一
問
精
義
重
難
ノ

間
ニ

右
之
着
到
ヲ

認
ヘ
シ

精
義
難
ノ

終
リ
ニ

并
得
タ
リ
云

注
記
モ

少
精

義
ヨ
リ
タ
カ
ク
并
得
タ
リ
ト

云
ヘ
シ

四
問
マ
テ

同
前
五
問
終
リ
ニ

精
義

一
ハ

得
タ
リ

一
ハ

未
判
ト
云

注
記
一
ハ

得
タ
リ
九
ハ

未
判
云
ヘ
シ

次
金
一
丁

以
上｣

注
記
題
ハ

会
式
廿
日
程
以
前
ニ

(5 オ)

竪
者
ヨ
リ

持
セ

来
有
縁
之
寺

僧
ニ

習
ヘ
シ
奉
ハ

三
日
前
ニ

小
綱

持
参
ス

小
綱
白
装
束

注
記
題
別
紙
ニ
有
之

此
良
弁
会
ハ

上
古
尊
勝
院
家

ニ
テ

在
之
由
近
来
及
中
絶
ニ

処
ニ

四
聖
坊
英
性
為
花
厳
宗
読
師

此
会
式
ヲ

去
々
年
ゟ
相
続
ア
リ｣

法
花
会
未
竪
者
此
会
之
竪
義
ヲ

(5 ウ)

懃
誠
維
摩
法
花
両
会
将
稽
古

珍
重
々
々
歟
注
記
ハ
真
似
合
タ
ル

(

間)

事
ト

存
釈
迦
八
幡
御
奉
公
冥
加
ノ

タ
メ
懃
役
也

酒
食
ナ
ト

英
性
之
房
造
作

寄
持
々
々
一
宗
之
学
頭
タ
ラ

ハ
カ
ク
コ
フ
ア
ル
ラ
メ
捨
シ
タ
ル
ヲ｣

︵
マ
マ
︶

続
ナ
ル
ヘ
シ

(6 オ)

一
、
当
年
問
題

金
剛
心
断

有
法
自
相

一
、
竪
義
者
観
音
院
雲
清

重
難
少
々
有
之

一
、
精
義
者
深
井
坊
少
将
権
律
師
盈
賢｣

寛
文
貳
壬寅

年
十
二
月
二
日

(6 ウ)

天
気

快
然

方
広
会
々
場
於
四
聖

坊
ニ

有
之

着
到
之
認
様
之
事

壬

寛
文
貳
年

方
広
会
着
到

寅

十
二
月
二
日

如
此
表
書
可
有
之
去
年
マ
テ
ハ

良
弁
会
ト

雖
有
之
竪
儀
ハ

法
花｣

会
方
広
会
之
外
無
之
由
四
聖

(7 オ)

坊
被
申
当
年
ヨ
リ
如
此
書
付
訖

上
生
院

読
師

了
識
房
権
律
師

蓮
乗
院
非
学
体
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読
師

恵
範
法
師

見
性
院

会
問

賢
英
法
師

清
凉
院

唄
匿

日
向
法
印
権
大
僧
都

宝
厳
院

散
花
師

兵
部
卿
阿
闍
梨

同
夜

地
蔵
院

竪
者

尊
慶
法
師｣

上
生
院

(7 ウ)

精
義

了
識
房
権
律
師

四
聖
坊

一
問

少
納
言
権
律
師

地
蔵
院

二
問

了
春
房
権
律
師

三
問

金
珠
院

四
問

民
部
卿
権
律
師

宝
厳
院

五
問

兵
部
卿
阿
闍
梨

正
法
院

注
記

以
上

実
宣
法
橋

〻

〻

以
上｣

此
外
次
第
ハ
去
年
之
通
当
年

(8 オ)

霜
月
十
六
日
延
引
之
事
ハ

四

聖
坊
英
性
今
度
長
門
国
江

為

使
僧
被
参
ニ

付
テ

冬
彼
地
ニ

〻

〻

逗
留
霜
月
十
日
比
ニ

帰
寺
依
テ

竪
者
加
行
以
下
モ

無
之
ニ

付
テ

延
引
𬼀
如
此
云
々｣

問
題

有
法
自
相

(8 オ)

重
難
無
之｣

(

東
大
寺
史
研
究
所
研
究
員)
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